
 

役員等の報酬等に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人くさのみ福祉会（以下「法人」という。）定款第９条及

び第２４条の規定に基づき、理事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 役員等には、その勤務形態に応じ、次の各号に掲げる報酬を支給する。 

(１)理事長 月額報酬 １１万円 

(２)理事長以外の役員等 日額報酬 ３，０９４円 

２ 理事長以外の役員等に対する報酬は、当該会議等に出席した都度、支給する。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

（旅費） 

第３条 役員等が職務のため出張をしたときは、別に定める旅費規程に基づき旅費を支給す

る。 

（適用除外） 

第５条 法人の職員を兼務する役員等は、この規程は適用しない。 

（公表） 

第６条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬等の

支給の基準として公表する。 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

（補則） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めるこ

ととする。 

   附 則 

１ この規程は、平成２９年６月２７日から施行する。 

２ 役員等の報酬及び費用弁償費用弁償に関する規程（平成１５年４月１日適用）は、廃止

する。 

３ この規程は、令和７年６月１９日から施行する。 
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（評議員の報酬等） 

第９条 評議員に対して、１人あたりの各年度の総額が３万円を超えない範囲で、評

議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等とし

て支給することができる。 

（役員の報酬等） 

第２４条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評

議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等とし

て支給することができる。 


